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NO. 20公認会計士白門会

創立 20 周年を迎えた本会のこれまでと、これから

公認会計士白門会　　
会　長　　　　　　　
伊 藤 大 義

平成 25 年 6 月 22 日開催の第 20 回定時総会に
おいて、公認会計士白門会の会長に就任させてい
ただきました、昭和 46 年経済学部卒業の伊藤大
義でございます。これからの 2 年間、微力ながら
会務に全力を尽くしてまいりたいと考えておりま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。本会
が昨年創立 20 周年を迎えたことを踏まえ、これま
での活動状況を振り返り、更に、これからの活動
方針等について簡単に述べさせていただきます。
1. 公認会計士会白門会への名称変更

本会は、学員会からの ｢白門会｣ という名称を
使用して欲しいとの要請に応えて、他の学員会と
平仄をあわせるため、先の定時総会において会の
名称を「中央大学公認会計士会」から「公認会計
士白門会」に変更させていただきました。諸先輩
方が命名し長年使用された名称を変更することに
なりましたが、事情ご賢察の上ご了解いただけま
すようお願い申し上げます。
2. 創立 20 周年を振り返って

本会は、平成 24 年 10 月に学員会支部創設 20
周年を迎えることができましたが、20 年もの長
きにわたり学員会活動を継続することができまし
たのも、ひとえに諸先輩並びに歴代会長及び幹事
長等の執行部の方々のご協力と献身的なご支援の
お陰であり、ここにご氏名を記して、深く感謝の

意を捧げさせていただきます。
皆様ご承知の通り、本会の会員の多くは過去に

日本公認会計士協会の本部又は地域会の会長、副
会長、常務理事等の要職に就任して大活躍をされ、
業界の発展に多大の貢献をされました。

現在においても、多数の方々が役員としてご活
躍中であり、昨年 9 月の神戸ポートピアホテルに
おける研究大会後の中央大学卒業公認会計士によ
る「懇親会」には、多数の会員と現役役員の方々
に出席いただき、楽しい盛大な会を開催すること
ができました。来年以降も研究大会後に大会会
場と同一のホテルにおいて、中央大学卒業公認
会計士による ｢懇親会｣ を開催いたしますので、
万一、事務局の手違いで ｢懇親会｣ 開催のご連絡
が未達の場合でも、ぜひとも当日ご参加を頂きた
く、お待ち申し上げております。
3. 公認会計士試験への支援活動

平成 25 年度の本大学の公認会計士試験合格者
数は、77 名であり、大学別の合格者数は第 3 位
であったと聞いております。

本会では、更に大学における合格者数の増加を
側面から支援し、公認会計士試験への動機付けと
するため、中央大学商学部と協力して昨年から開
講した「中央大学特殊講義」を継続発展させるべ
く、メインテーマを ｢制度変更にともなう公認会
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　2006 年 4 月から 11 年間、中央大学で教鞭をと
り今年の３月で退職することになりました。1975
年から約 30 年間、米国のビッグ４の一つである
KPMG のニューヨーク事務所で、監査実務に従
事しパートナーとしての退職年齢に近づくにつ
れ、この間に経験したこと、また、学び、研究し
てきたことについて、次世代を担う学生に教えた
いという思いが次第に強くなってゆきました。そ
のような中、中央大学の先輩の先生方からお誘い
を受け、教授職を引き受けることとなったのです。
　中央大学では、学部で英文会計論、国際会計論、
監査論の科目を、また、大学院で国際会計論を担
当してきました。また、ゼミでは米国会計基準及
び国際会計基準を主に研究してきました。3 年生
からの専門ゼミは 9 期生まで、また、今年は 2 年
生の課題演習ゼミも初めて担当しました。した
がって、この 2 年生の課題演習ゼミ生を入れます
と、10 期生まで担当したということになります。
　ゼミ生の多くは公認会計士試験合格をめざして
おり、これまで 70 名近くの合格者が出ておりま
す。ゼミでは、公認会計士として国際的に活躍す
るための資質を磨くこと、一般企業への就職後に
活躍するための基礎・応用力が身につくように指
導を行ってきました。
　そのために、単に会計のみならず、政治、経済、

ビジネス、法律などの周辺分野を習得することの
重要性を説いてきました。また、会計基準につい
ても暗記するのではなく、会計基準が生まれた背
景を含め会計基準をよく理解し、本質を極めるこ
との意義を説いてきました。
　ゼミだけでなく、通常の授業でも以下の点を強
調してきました。
　◆ グローバル・レベルでの活躍（コミュニケー

ション / プレゼンテーション能力向上の努
力のみならず、異なる文化 / 人種 / 宗教を
否定するのではなく、相互に理解しようと
する寛容さを持ち、グローバル・ネットワー
クを築くこと）

　◆ 視野の広さと深さ、そして柔軟性をもつこと
　◆ 短期的思考ではなく、長期的視点に立ち物　

事をとらえること
　◆ 思いやりの精神の大切さ（自分より弱い立

場の人を守ること）
　最近の世界情勢は、グローバリズムに対峙する、
英国の EU 離脱あるいは米国トランプ政権誕生と
内向きの流れが続き、不透明な時代に入っていま
す。このような時代に適正に対処していくために
も教育の重要性を再認識しています。　
　読者の皆様方の、今後の益々のご健康とご活躍
をお祈りいたします。

中央大学を退職するにあたって
中央大学商学部教授　
経理研究所所長
  間　島　進　吾
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　平成２８年９月１６日に開催された第３７回日本公認会
計士協会研究大会ふくしま大会に参加しました。会場は、
JR 郡山駅から車で２０分の迎賓館グランプラスで、普段
は結婚式場として利用される場所に全国の公認会計士約
８５０人が集合して開催されました。
　10：30 からの開会式の後、11:00 から 12：30 まで諏訪
中央病院名誉院長であり、作家でもある鎌田實氏を講師に

「１％の力」～１％は誰かのために～の記念講演が行われ
ました。
　医師としてのご経験から、減塩に気を付ける、野菜摂取
量を多くとる、料理に使う油の種類に気を付けることなど、
健康でいるための方策を具体的に説明され、東日本大震災
の被災地、チェルノブイリ、シリア・イラクでの医療活動
のエピソードを通じて、テーマである誰かのために自分の
時間の１％を使うことが出来れば世界は変わるだろうとの
話をされました。
　特にイラクの難民支援で難病の女の子を治療した際の話
が印象的でした。貧困から学ぶことが出来ない子供たちに
学ぶ機会を支援した際、その子達が描いたデザイン画が北
海道の六花亭のお菓子缶となり、その一部が、また難民の
子供たちの支援に充てられているとの内容でした。難病に
より死を目前にした女の子が、自分が死んでしまうかもし
れないことを感じながら、それでも学べることに感謝し、
未来の仲間たちのためにデザイン画を描き続けて頑張った
というエピソードを聞いて、衣食住に恵まれ、義務教育に
守られながら育つことが出来る日本の現状を有難いことと
思うとともに、私も自分の時間の１％を誰かのために使わ
なければいけないと改めて感じた感動的な話でした。
　昼食をはさみ、午後からはいよいよ本題の研究発表の時
間です。前半は 13：30 から 15：10 の 1 時間 40 分。30 分
の休憩をはさんで後半は、15：40 から 17：20 までの 1 時
間40分です。それぞれ５テーマずつが行われました。私は、
東北会が主催した今回のメインテーマのキーワードである

「東日本大震災」に関わるテーマを探して、前半はテーマ
１「東日本大震災を体験した東北の公認会計士の記録、そ
して教訓」と後半は、テーマ４「東日本大震災とその復興
~ 会計職業人教育の果たす役割の視点から ~」を受講しま
した。どちらもメインテーマの中に掲げられている「東日
本大震災からの復興」を扱う内容で、実際に現地で被災経

験された方々の生の声を聞けるのではないかという期待か
ら選びました。
　前半のパネルディスカッションは、発表者の皆さんが東
北で被災された方々で、往査時に被災し、交通手段、通信
手段が寸断され、暫くの間家族とも事務所とも連絡が取れ
なくなって困ったという話は、当時、東京で被災し、小学
校低学年の我が子がどうなっているのか心配で右往左往し
ていた自分が思い出され、身に詰まされる思いがしました。
監査で出歩くことの多い我々公認会計士は、常に身の安全
と連絡手段等の確保を考える必要があると改めて感じまし
た。また、東日本大震災直後に発表された 2 本の「会長通
謀」がコンパクトにまとめられ大変役に立ったという意見
を聞いて、いざという時に備えて改めて読み返してみよう
という気にもなり、大変満足感の高い研究発表でした。
　後半もパネルディスカッションの発表であり、会計職業
人教育についてどのように東日本大震災と関連付けて研究
発表がなされるか大変興味深いものでした。実際の発表
も、個々のパネラーの説明は、レベルが高くとても良かっ
たと感じました。ただ東日本大震災との関連が私には今一
つしっくりくるものがなく、別なタイトルでも良かったの
ではないかと消化不良のまま終了してしまったというのが
正直な感想でした。
　その後は、記念パーティーが開催され、東北会主催とい
うだけではなく、市長などのご協力を得て地域密着型で行
われたことが成功の秘訣だと強く感じたパーティーでし
た。アトラクションの一つのスパリゾートハワイアンのダ
ンシングチームの踊りは活気があって映画の「フラガール」
を思い出させる華やかなものでした。
　その後は、恒例の白門会だけの 2 次会がメイン会場内の
一室を借りて執り行われました。地元の東北会の会員や婦
人同伴の会員の出席もあり、和気あいあいと楽しい時間を
過ごすことが出来ました。
　最後に会場の都合上、選択肢が無くやむを得なかったこ
とですが、記念パーティーでお腹いっぱいのところ、食事
付の高い会費としてしまったことについて、会計担当の幹
事としてこの場をお借りしてお詫び申し上げます。次回か
らは、若い方も出席しやすい会費で行えるよう努力したい
と思いますので、次回以降のご参加も宜しくお願い申し上
げます。

第37回日本公認会計士協会研究大会
ふくしま大会レポート

公認会計士白門会
副幹事長
  吉　井　敏　昭
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非営利分野への監査の導入について
公認会計士白門会
元会長
  宮　内　　　忍　　

はじめに
　日本公認会計士協会（以下、「協会」という。）
の今後の施策として非営利分野（非営利民間部門
と政府部門を含む。）における公認会計士の活躍
の場を広げると言うことが上げられているようで
す。現実に平成 29 年度から社会福祉法人におけ
る会計監査人監査が開始され、実質的には翌年度
から医療法人における同様の監査が開始されま
す。同じような事態が農業協同組合においても生
ずることを考えると協会の施策も当然のことと理
解できます。
　しかし、その方向性については問題が無いので
しょうか。全般的に非営利法人の監査に関して共
通する課題と社会福祉法人の会計監査人制度導入
における固有の課題に別けて皆さんも考えて頂け
れば幸です。

１．非営利分野に共通の課題
　監査は、社会インフラの一環として捉えること
が重要であると常々思っております。したがって、
その情報の利用者が社会的コストとして許容可能
な金額が監査報酬と考えられます。
　そのように理解すると、金融商品取引法に基づ
く監査とその他の監査領域とでは自ずと異なる監
査報酬水準があるだろうという解釈の下で社会保
障審議会においても質疑応答がなされたと聞いて
おります。
　監査における受益者と監査コスト負担者とが一
致していないとの指摘はかなり歴史的に古くから
存在するため監査コストは社会的コストとして認
識すべきものとなりますが、その社会的受容可能
な水準について監査の品質 ･ 水準という監査サー
ビス提供者である我々公認会計士はどのくらい意

識しているのでしょう。監査の水準を維持するこ
との重要性は監査の純粋性を信奉する立場からは
限りなく高みに置いておくことが必然のものとな
るのでしょうが、それは偏に我々のエゴに繋がる
のでは無いでしょうか。
　そのような観点から今回の非営利分野における
監査業務導入に付いてみてみるとどのように見え
るのでしょうか。
　非営利分野における監査導入の契機は、それぞ
れの分野におけるお家の事情を伴っており細かな
点では異なっているかも知れませんが、基本的に
は我が国における国家財政の逼迫を起因とする国
家的コスト削減策として行政の厳しい事前規制の
緩和とセットで事後的社会牽制制度として導入さ
れたものとなっています。
　社会福祉法は、「一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律」（以下、「一般社団 ･ 財団法」と
いう。）を物の見事にパクっているわけですが、
その一般社団 ･ 財団法が会社法をパクっているわ
けですからそこで使用されている「会計監査人」
の名称における違いを適確に説明できる法的根拠
は存在していません。その意味で私学助成法を根
拠とする学校法人監査とは一線を画す必要がある
わけです。
　したがって、会社法監査との違いを主張するな
ら監査理論上の「一般目的財務諸表」を対象とす
る「適正性監査」制度で行くのか、「特別目的財
務諸表」を対象とした「準拠性監査」で行くのか
によりその要請される品質及び信頼性の程度に関
する水準を整理するしか方法が残されていないよ
うに思えますが、協会はいとも簡単に「一般目的
財務諸表」に対する「適正性監査」であると整理
してしまいましたので、後はすべからく受嘱した
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公認会計士の個人的リスクにおいて監査の程度を
判断するしか無くなってしまったわけです。
　個人的には、社会福祉法人会計基準省令はその
第 1 条第 2 項において斟酌規定を設けており、こ
こにおいて企業会計の基準を斟酌せずにあくまで
も「一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会
計の慣行」を斟酌すべきとしていること、現実に
当該会計基準制定の検討会における議論は「従来
から存在している各種通知に抵触しない範囲での
検討」に限定され、その解釈を通じた整合性のあ
る会計基準を樹立するためのものでしかありませ
んでしたので、これを「行政目的財務諸表」と呼
ばずに「一般目的財務諸表」と呼ぶことは理解し
かねる事態であると思っております。
　全般的には、このように非営利分野における会
計基準の多くは行政目的によって作成されてお
り、これらに対する監査もいわゆる金商法監査と
は異なる品質を許容して成立させなければ被監査
事業体が同レベルでの社会的な監査コストを負担
出来ず、結果的に受嘱した公認会計士が個人的に
リスクを背負う形になり、健全な監査業務の発展
には寄与しないものと思えてなりません。　

２．社会福祉法人における会計監査人制度への
　　対応状況

（1）受嘱者側の対応状況
　　　前述したように社会福祉法人の会計監査人

制度において委嘱者側の社会福祉法人ではな
るべく廉く契約できる受嘱者を探そうとしま
す。これに対応する公認会計士側はどのくら
いならば責任を果たしつつ、達成すべきコス
ト削減を可能に出来るかを検討しなければな
りませんが、経営実態を理解していない場合
が多いため合理的な見積も出来ないところで
すが、さらに見積のための積算根拠さえ提示
せずに金額のみ示した見積書を提示する場合
が多いと聞いております。

　　　これなどは社会福祉法人の監査業務が初め
てだからと言うのでは無く、監査業務そのも
のが初めての方の見積では無いかと感じてし

まうところです。節度ある対応が望まれると
ころです。

　　　さらに、協会は非営利分野においては大法
人主体では無く中小監査事務所の活用無くし
ては達成できないとしており、それならば中
小監査事務所が受嘱可能な環境となるような
監査人選任の過程を示すべきだと思われます
が、実際には大法人向けの選任プログラムと
しか思えないものを厚生労働省経由で社会福
祉法人に提示しております。どのような過程
で、どのように作成されたものか私には理解
できないところです。

（2）監査の範囲について
　　　今回の監査の対象とされる計算書類につい

て触れておきます。先に述べたように社会福
祉法人会計基準は行政目的の会計基準ですか
ら、その種別毎（福祉サービスの業種別をこ
のように呼称しています。）に会計を執り行
う単位を形成することを要請しております。
これを拠点区分と言い、そこにおいて計算関
係書類（貸借対照表、資金収支計算書及び事
業活動計算書並びにその附属明細書）が作成
されておりますが、これらは、法人の計算書
類としては構成要素としての機能しか有して
おりませんので、それぞれを監査報告の対象
とはしておりません。

　　　しかし、課長通知において「会計帳簿は、
原則として、各拠点区分事に仕訳日記帳及び
総勘定元帳を作成し、備え置くものとする。」
としているため、監査の対象として当該帳簿
を除くという話は全くあり得ないことになり
ます。監査におけるリスクの分析によって重
要性の乏しい拠点区分を除外するという事態
はあってもそれは制度的に保証されるもので
は無く前述した監査人固有のリスク負担にお
いてのみ実施可能となりますが、それを当初
から除かれているかの如く喧伝し、さらに収
入側は国保連等の公的機関が関与しているか
ら監査対象から外れるなどの言辞を弄する公
認会計士が存在することは非常に嘆かわしい
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事態であると感じております。
（3）社会福祉業界の会計事務水準について
　　　翻って、被監査事業体である社会福祉法人

における会計事務の水準について触れておか
なければなりません。かつて厚生労働省担当
官及び、内部留保問題を新聞紙上で採り上げ
た経済評論家も指摘しておりますが、貸借対
照表の貸借合計があわないものを作成してい
ると言う状況です。

　　　このような相手を監査対象として大丈夫か
という問題がそもそもあるわけですので、実
質的には導入当初は計算書類作成業務を実質
的に担わないと決算を完了できないという状
況もあり得ると言うことです。現実に行政側
にも社会的にもそのような効果を監査に期待
している節があり、この場合に、監査の独立
性を確保しつつ進めるための今迄経験したこ
との無い課題を経験することも十分に考えら
れます。

　　　また、内部留保問題が生じたときの個人的
感想としては、減価償却計算において建物と
建物附属設備を区別せず一括して耐用年数の
長い建物としての減価償却をしているような
状況がかなりあり、結果的には無意識の過大
内部留保を発生させることに繋がりますが、
これがかなり一般的で、私の経験した事例で
も関与を開始するに当たって再計算の結果数
億円の内部留保過大計上の状況に遭遇してお
ります。

　　　この際、会計監査人制度導入の副産物とし
て内部留保の修正再計算を確実に実施して頂
くことにより、正しい計算書類を作成すると
同時に内部留保に関する適正な情報を提供す
るという社会的な貢献をして頂けるとありが
たいと思っております。

（4）隠れたリスクについて
　　　社会福祉法人の監査において隠れた監査リ

スクが存在しております。一つは計算書類に
計上される介護報酬等の金額です。保育所に
おける施設型給付費収益や委託費収益は該当

しないものと思われますが、介護報酬や自立
支援給付費の算定において誤計算が生ずるこ
とが多々あり、事後的に行政指導検査におい
て収益の返還と再請求が生ずることになりま
す。これらの事象について遡及修正の会計を
適用するのかさらにその適正性についても監
査対象とするのかが問題となるものと考えら
れますが、行政的には不要と考えているよう
です。

　　　しかし、過去の歴史的事実はそのような事
態が生じた後は必ず監査の領域が拡充または
強化されており、そもそもこれら事態に対応
可能な環境の整理が出来ているかの事前の状
況把握も重要な事項となるでしょう。

　　　さらに、計算書類上には記載されない事実
として、利用者からの預り金の問題がありま
す。通所施設においては兎も角、入所施設に
おいては利用者の所持金品を法人が預かると
いう事態が存在しますが、これは法人の裁量
により変動できないため貸借対照表に計上さ
れません。

　　　この利用者預り金から利用者の個人的な経
費を本人からの要請によって支払うことにな
りますが、利用者が自立した経済人モデルで
は無いので、ここにおける取引の適正性の確
保はなんとも言い難いところです。

　　　勿論、法人においても神経を使った管理
を実施しておりますが、法人における不祥事
で一番多かった事態がこの預り金の管理担当
者による不正使用事案でした。これも、その
ような事件が多発したりすると、信託銀行に
おける信託勘定の監査と同様監査対象としな
いことが問題とされる可能性が生ずるでしょ
う。

３．最後に
　新しい業務領域が発生することは、我が業界に
とって間違いなく社会的要請が高まったことを意
味し、歓迎すべき事態です。
　昭和 51 年 1 月 31 日付の厚生省社会局長及び児
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ります。私は、個人的に既存の関与先との監査の
独立性の維持が困難であるとの立場から監査マー
ケットには参入しませんが、皆さんにおいては、
社会福祉法人会計監査人制度の導入が社会福祉法
人制度そのものの透明性、業務運営の適確性の確
保に寄与したと評価される状況を現出するために
頑張って頂きたいと強く思う次第です。

童家庭局長の連名通知によって規定された社会福
祉法人の会計のルール（経理規程準則と呼ばれて
いました。）が導入され、当該会計方式の普及に
女房共々全国を飛び回ってきました。
　その間、何方も顧みることが無かったので、第
二人者がいない第一人者と嘯いてきましたが、こ
のような会計指導マーケットの近くに社会福祉法
人監査マーケットが突如出現した状態になってお

日本公認会計士協会の動向

　日本公認会計士協会常務理事の柴です。
昨年 7 月に関根会長執行部が始動して、早半年が
過ぎようとしています。前森会長執行部の時に、
会計監査人の在り方懇談会の提言が出され、公認
会計士協会としては市場の番人としての役割につ
いて更なる強化を求められているとともに、これ
に対応できない場合には業界全体が信用を失って
しまうとの危機感の下、関根執行部が誕生しまし
た。

１． 提言への対応
　 JICPA としては、いずれの提言も重大な課題
との認識の下対応している現状ですが、主な対応
状況は以下の通りです。
① 監査法人のコーポレートガバナンスコード
　　 提言が出てからの間、金融庁主催の有識者

会議において様々な議論がなされてきました。
JICPA からは関根会長が参画しています。そ
の取り纏めとして昨年 12 月に金融庁よりパブ
リックコメントが発出されました。

② 品質管理レビュー制度を中心とした自主規制
機能の見直し

　　 この背景には、公認会計士監査審査会の審
査と JICPA 品質管理レビューとの役割分担と
いう大きな命題があります。これについては、
両者で協議を重ねているところですが、並行
して JICPA として品質管理レビュー制度を如
何に効果的に実施していくかについての検討
も重ねられています。そういった中、品質管
理レビュー結果についての開示内容の見直し
も検討されているところです。

③ 長文式監査報告書
　　 監査人が監査の過程において、特に重大

な注意を払った事項（Key　Audit　Matter 
KAM）について、監査報告書に記載すること
で、財務諸表の利用者の理解促進に資するこ
とが、グローバルにおいて進められていると
こですが、日本においてもこれを取り入れる
ことが検討されています。JICPA としては、
関係省庁、諸団体と議論を重ねているところ
です。

　提言には直接触れられているわけではありませ
んが、会社法・金商法の二重開示制度の一元化

公認会計士白門会
幹　事
  柴　　　　  毅
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監査基準等の動向について

公認会計士白門会　　　
幹　事　　　　　　　
柴 　 　 毅

公認会計士白門会幹事の柴　毅でございます。
ここ一年の監査基準等の動向についてご報告し

ます。

<不正リスク対応基準>
先ずは、不正リスク対応基準（以下、基準とい

う）ですが、平成 25 年一昨年暮れ、金融庁より
公開草案が出され、昨年　3 月に公布されました。
企業会計審議会監査部会においては、「近時、金
融商品取引法上のディスクロージャーをめぐり、
不正による有価証券報告書の虚偽表示等の不適切
な事例が相次いでおり、こうした事例においては、
結果として公認会計士監査が有効に機能しておら
ず、より実効的な監査手続を求める指摘があると
ころである。」とし、現行の監査基準、監査に関
する品質管理基準からは独立した基準として設定
されています。議論の場が企業会計審議会なので、
ある程度やむを得ないとは思いますが、不祥事の
最大の原因は経営者の誠実性の欠如であり、これ
を無くすためには、二重責任の原則を念頭に置い
たうえで財務諸表作成者への罰則等の強化の議論
が先に進められるべきであると感じています。な
お、基準により監査時間の増加が見込まれること、
これによる監査報酬の増額については、監査部会
のメンバーの方々は一定の理解を示していると聞
いております。

基準は、第一　職業的懐疑心の強調、第二　不正
リスクに対応した監査の実施及び第三　不正リス
クに対応した監査事務所の品質管理、の三つから
構成されています。

基準の特徴は、現行の監査基準のアプローチを
前提としつつ、①職業的懐疑心の強調、②監査基
準、監査基準委員会報告、品質管理基準にちりば

められている不正リスク対応への要求事項を、監
査計画から監査意見までの業務の流れに沿っての
整理、③不正による重要な虚偽表示を示唆する状
況並びに虚偽表示の疑義を識別した場合に追加す
べき監査手続きの明確化にあると思います。

適用は、監査事務所の品質管理については平成
25 年 10 月 1 日から、個々の監査業務に関しては
平成 26 年 3 月期決算監査から適用されます。

これを受け、昨年 4 月、7 月及び 12 月の 3 回
にわたり、JICPA の会長声明が発出されていま
す。特筆すべき内容は、昨年 4 月、山崎前会長が
発した会長声明であり、その内容は、「適切な監
査時間及び監査報酬について」と題し、経済社会
の複雑化、多様化に伴う監査リスクの増大に加え、
基準により不正による重要な虚偽の表示を示唆す
る状況を識別した場合等には、追加的な監査手続
の実施が求められることになる、といった監査環
境下において、監査時間又は時間当たりの監査報
酬の額が合理的な理由なく著しく減少している場
合は、公認会計士制度の社会的信頼の喪失を招く
おそれがあるという警告を発し、監査の品質の維
持・向上には合理的な監査報酬が不可欠であるこ
とを強調しています。これは、会員向けの声明で
はありますが、一般社会に対しても協会としての
考えを広く主張しているものとして評価すべき声
明であると思います。

7 月の声明は監査役とのコミュニケーションの
充実についての再確認、12 月の声明は、昨今の
決算早期化による会社法監査報告書の発効日の早
期化の傾向において、仮に不正による重要な虚偽
表示を示唆する状況等を識別した際には、当然で
はありますが、追加すべき監査手続の実施を優先
すべきことを述べております。
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についても関係省庁、諸団体と議論を重ねていま
す。決算日後 30 日から 45 日程度で会社法の監査
報告書を提出せざるを得ない実務的な環境につい
ては改善が必要と考えます。これには、決算短信
と会計監査との関係の整理も必要になります。決
算短信はあくまでも速報性重視であり、これに対
して会計監査人が何らかのコミットを求められて
いる現状においては、会計監査人の監査期間・時
間の確保が非常に困難な状況にあると認識してい
ます。日本証券取引所に対しても決算短信の在り
方の提言を継続していきます。

２． 業務の拡大
　一昨年、昨年の国会において、農協法改正、医
療法改正、社会福祉法人法の改正が行われ、その
内容は、一定規模以上の農協、医療法人、社会福
祉法人においては、公認会計士又は監査法人によ
る会計監査を義務付けるというものです。新たに
3 つの公認会計士制度が立ち上がることとなり、
農協で 600 組合、医療法人と社会医療法人で 500
法人、社会福祉法人で 250 法人（段階適用初年度）
が対象になると見込まれています。
　協会としては、社会福祉法人、医療法人にかか
る監査上の取扱いの実務指針を 1 月の常務理事会
の承認を経て公開草案として発出しました。農協

については、農水省、金融庁、全中、会計士協会
の 4 者協議において農協の会計基準の見直し、新
たに設立される監査法人の在り方についての提
言、農林中金の検査と会計監査の関係等の諸問題
について協議を重ねており、概ね新制度に向けた
対応について合意しているところです。
　立て続けに３つの公認会計士監査制度が立ち上
がった背景には、外部の会計専門家の目が入りこ
とで、経営、ガバナンスの透明性を高め、対象法
人・組合の経営力の強化に資することへの社会的
な期待があります。協会としてもこのような社会
的期待に応えることが会計士の根源的な使命と捉
え、個々の公認会計士がこの期待に応えられるよ
う実務指針、研究報告、監査ツール等の発出、研
修の充実等を図っていきます。

３．まとめ
　上記に挙げた課題以外にも、公認会計士試験の
受験者数の減少傾向、過剰残業問題、女性会計士
が活躍できる環境づくり等、現状の我が業界にお
いては解決すべき課題が山積しています。会計士
協会としては、ひとつひとつ丁寧にかつスピード
感を持って対応しておりますので、会員の皆様方
におかれましては引き続きご理解、ご協力のほど
よろしくお願いします。

◆公認会計士白門会役員◆
会　　長 黒田　克司 商学部・昭和45年卒

幹 事 長 河合　明弘 商学部・平成 3 年卒

副幹事長 岸田　　靖 商学部・昭和61年卒

中原　國尋 大学院商学研究科・平成13年修了

三宅　博人 経済学部・平成元年卒

吉井　敏昭 商学部・平成 3 年卒

幹　　事 青木　幹雄 商学部・平成13年卒

石野　研司 商学部・平成 4 年卒

加藤　暁光 商学部・平成 2 年卒

郡司　昌恭 商学部・平成12年卒

神野　敬司 経済学部・平成11年卒

幹　　事 柴　　　毅 商学部・昭和58年卒

品川　越茂 商学部・平成11年卒

白髭　英一 商学部・平成12年卒

椙山　嘉洋 商学部・平成15年卒

畠中　隆徳 商学部・平成10年卒

降旗　京二 商学部・平成 2 年卒

町田　和宏 文学部・平成 6 年卒

森山　謙一 大学院商学研究科・平成15年修了

若山厳太郎 商学部・平成12年卒

会計監事 常山　邦雄 商学部・昭和46年卒

成田　智弘 商学部・昭和59年卒
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CPAゴルフ十月会・白門ゴルフ大会

ゴルフ担当幹事の柴です。
＜ CPA ゴルフ十月会＞
　昨年 10 月 10 日に、茨城ゴルフ倶楽部にて、第
29 回 CPA ゴルフ十月会が開催されました。久し
ぶりに関東における開催ということ、名門コース
での開催ということで、参加数は 97 名となり一
昨年に比して、参加者が 20 名程増加しました。
　当大学からは、宮内忍元会長、柏嵜周弘元幹事
長、佐藤俊一氏、小池勇氏、山田治彦氏、霧生卓
氏、長津健太郎氏、柴の 8 名で参加しました。

　結果ですが、残念ながらグロス、ネット共に撃
沈です。個人成績においても、ニアピン、飛賞、
グロス・ネット順位において、霧生氏のニアピン
一個が唯一の獲得であり、極めて残念な結果に終
えています。因みにネット優勝は慶応、グロス優
勝は早稲田となっており、早稲田とのグロスの差
は 4 名で 35 打、ほぼ例年通りの結果に終えてい
ます。ゴルフのお好きな会員の皆様には、是非積
極的な参加をお願いします。
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リスクに対応した監査の実施及び第三　不正リス
クに対応した監査事務所の品質管理、の三つから
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25 年 10 月 1 日から、個々の監査業務に関しては
平成 26 年 3 月期決算監査から適用されます。

これを受け、昨年 4 月、7 月及び 12 月の 3 回
にわたり、JICPA の会長声明が発出されていま
す。特筆すべき内容は、昨年 4 月、山崎前会長が
発した会長声明であり、その内容は、「適切な監
査時間及び監査報酬について」と題し、経済社会
の複雑化、多様化に伴う監査リスクの増大に加え、
基準により不正による重要な虚偽の表示を示唆す
る状況を識別した場合等には、追加的な監査手続
の実施が求められることになる、といった監査環
境下において、監査時間又は時間当たりの監査報
酬の額が合理的な理由なく著しく減少している場
合は、公認会計士制度の社会的信頼の喪失を招く
おそれがあるという警告を発し、監査の品質の維
持・向上には合理的な監査報酬が不可欠であるこ
とを強調しています。これは、会員向けの声明で
はありますが、一般社会に対しても協会としての
考えを広く主張しているものとして評価すべき声
明であると思います。

7 月の声明は監査役とのコミュニケーションの
充実についての再確認、12 月の声明は、昨今の
決算早期化による会社法監査報告書の発効日の早
期化の傾向において、仮に不正による重要な虚偽
表示を示唆する状況等を識別した際には、当然で
はありますが、追加すべき監査手続の実施を優先
すべきことを述べております。

1403_絆_20号.indd   9 14.4.17   5:03:22 PM

公認会計士白門会
幹　事
  柴　　　　  毅

＜白門ゴルフ大会＞
　昨年 11 月 14 日に、府中カントリークラブにて、
第 27 回白門ゴルフ大会が開催されました。参加
者は 30 チーム 115 名と前年より若干減少してい
ますが、それでも大規模な大会となりました。当
会からは、黒田克司会長、宮内忍元会長、柏嵜周
弘元幹事長、柴の 4 名で参加しました。結果です
が、個人の部においては、柏嵜氏がグロス 80 代、
ネット 71.6 といった立派なスコアで２位に入賞
しました。また、黒田会長もネット 72.6 で 11 位
に入賞しましたが、残念ながら賞品はありません
でした。私は 75 位で飛賞をゲットしました。
　一方、団体の部ですが、両氏の活躍もあり、何
と 30 チーム中 2 位という見事な成績を残すこと

ができました。成績は 1 チーム 4 名中の上位 3 名
のネット合計で決まります。当会は上位 2 名（先
の両氏）の合計では 1 位のチームより 0.8 打勝っ
ていましたが、残念ながら 3 人目の成績で逆転さ
れてしまいました。戦犯の 1 人として心よりお詫
び申し上げます。
　団体戦で 2 位に入賞しましたが、なんとなんと
残念ながら 2 位の賞品がありませんでした。「2 番
目では駄目なんでしょうか？（ちょっと古いですが）」
　平日でもあることから当会からの参加者が年々
減少していることに心配しております。こちらに
ついても中大 OB・OG との親睦を深め、様々な
分野で活躍されている方々と懇意になれる絶好の
機会ですので、是非積極的な参加をお願いします。

 （写真左：個人 2 位の柏嵜会員、右：75 位飛び賞の私です）　
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設立25周年記念特別講演会及び賀詞交歓会
公認会計士白門会
幹　事
  郡　司　昌　恭

　さる平成 29 年 1 月 14 日（土）に中央大学駿河
台記念館において、公認会計士白門会設立 25 周
年記念特別講演会及び賀詞交歓会が開催されまし
た。開催当日は、全国的に降雪が懸念されるなか、
多くの方々にご参加頂きました。
　講演会は、奇しくも当会と同じく創立から 25
周年を迎えたＪリーグの村井満チェアマンに「『地
域にプロスポーツクラブがあること』～豊かなス
ポーツ文化の発展を目指して～」の題目でご講演
頂きました。
　チェアマンご就任直後に直面した課題への対応
や、今後のＪリーグの目指す姿と重点戦略テーマ
など、普段なかなか耳にすることのできない貴重
なお話を伺うことができました。なかでも、選手
育成の本質に関して触れられた際の次の内容は強
く印象に残りました。
　ある世代のＪリーグの選手 130 人を分析したと
ころ、いずれの選手もＪリーグに入団した時点で
のサッカーの技術やフィジカルには大きな差はみ
られなかったとのことでした。そこでさらに分析
を進めるうちに、長く活躍する選手には、「傾聴
力（素直に相手の話を聞く力）」と「主張力（自
分の意見を勇気を出して伝える力）」が突出して
いることがわかったというお話でした。これらを

「へこたれない心（リバウンドメンタリティ）」と
表現されていましたが、サッカー選手に限らず、

日々困難に直面するビジネスにおいても当てはま
ると強く感じました。
　スライドや動画の映像を交えてのお話はどれも
新鮮で、引き込まれるうちにあっという間に 1 時
間が過ぎていきました。講演会後には、Ｊリーグ
の試合に足を運んでみたくなったという声も多数
聞かれました。
　講演会終了後は、記念館 1 階レストランにおい
て賀詞交歓会が開催されました。新年早々の週末
であったものの、多くの諸先輩方にご参加頂いて、
黒田会長の挨拶、伊藤前会長の乾杯を皮切りにに
ぎやかな会となりました。諸先輩方におかれまし
ては、お互いに旧交を温められる機会とされてい
ました。
　また、講演会に続きご参加頂いた村井チェアマ
ンを囲んでは、採用面接での秘訣など講演会では
お聞きできなかった貴重なお話も伺うことができ
ました。
　賀詞交歓会の最後のご挨拶では、宮内元会長よ
り日本の大学を取り巻く現状などのお話があった
あと、全員での一本締めでお開きとなりました。
　講演会、賀詞交歓会を通じて、多くの方々とふ
れあい、今年 1 年に向けて気持ちを新たにするよ
い機会となりました。来年度は、ますますにぎや
かで充実した会となるよう、ぜひ新しい方々にも
ご出席頂ければと思います。
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監査法人就職説明会・懇談会
（中央大学経理研究所及び本会共催）について

公認会計士白門会
幹事長
  河　合　明　弘

　平成２８年８月２５日（木）に、中央大学駿河
台記念館において、公認会計士試験の受験生（本
学在学生及び卒業生）を対象に、監査法人説明会

（本学出身ＯＢ・ＯＧによる監査法人説明会）が
開催されました。この説明会は、本学公認会計士
受験生の就職を支援するために、毎年継続して中

央大学経理研究所と共催しております。
　本年は就職状況が良好と思われるため、１回の
みの開催となりました。（就職難と思われる年に
は、合格発表前の８月に加えて合格発表後の１０
月にも開催しておりました。）
　当日のスケジュール・説明内容は以下の通りです。

　例年同様、多くの公認会計士受験生が、監査法
人の具体的な業務内容、研修制度、人事制度をは
じめ、それぞれの監査法人の特長等について熱心
に尋ねる姿がありました。そして、それに中大Ｏ
Ｂ・ＯＧならではの視点から答える回答者から、
受験生たちはきっと色々な事を学び取ってくれた
事でしょう。
　就職状況が良好なため、「説明会は一時中断し
てもいいのでは」という声も一部ではありました。

しかし、中断して時間が空いた後に再開すると今
までのノウハウが生かされません。そして何より
も、後輩の公認会計士受験生に生の情報を伝えら
れなくなり、就職活動にマイナスになる事も予想
されることから、今後も継続していく事が必要と
思料します。そして、この説明会をきっかけに、
当会へ入会してくれる後輩が増える事を期待して
おります。

１０時００分～１０時１０分  ：  公認会計士白門会　岸田靖　副幹事長挨拶

１０時１０分～１１時４０分  ：  有限責任監査法人トーマツ 

１１時４５分～１３時１５分  ：  PwC あらた有限責任監査法人 

１４時００分～１５時３０分  ：  有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人

１５時３５分～１７時０５分  ：  太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人 

１７時１０分～１８時４０分  ：  新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 

【スケジュール】

【 説 明 内 容 】

・本学出身者がどのように活躍しているか。

・クライアントからどのような人材が評価されるか。

・監査法人におけるコンサルタントとしての業務について 

・公認会計士業務の広がりについて。

・今年度の採用方針や動向について。 

・採用試験に向けてどのような準備をするべきか。 

・面接評価のポイントについて。　など。
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2016年度中央大学公認会計士試験合格者祝賀会
公認会計士白門会
幹　事
  椙　山　嘉　洋

　２０１６年１２月９日に東京ガーデンパレスに
おいて、２０１６年度中央大学公認会計士試験合
格者祝賀会が盛大に催されました。

　２０１６年の公認会計士試験は、受験者数
１０，１３９名、最終合格者数１，０９８名（合格
率１０. ８％）でした。そのうち、中央大学の卒
業生、在学生を合わせた合格者数は 96 名（中央
大学公認会計士白門会調べ）と昨年度合格者数よ
り大きく躍進し、全国大学別合格者数第 2 位 ( 早
稲田大学と同人数)という好成績をおさめました。

　祝賀会は、中央大学理事長の深澤武久氏の挨拶
に始まり、日本公認会計士協会常務理事の柴毅よ
り「監査手続に追われることなく、リスクアプロー
チを認識・習得の上で、Ａ I やビックデータといっ
た次世代の監査に立ち向かっていっていただきた
い。合格おめでとうございます。」との祝辞を頂
きました。乾杯は中央大学公認会計士白門会会長
の黒田克司氏の音頭で盛大に行われました。また、
中央大学総長・学長の酒井正三郎氏より「公認会
計士に求められる役割が年々高まっている中、幅
広い教養と高い知識・知性、また英語を始めとす
る外国語を身につけ、国際的に活躍することを期
待している」とのお言葉を頂きました。

　当日は２０１６年度公認会計士試験合格者４５
名が参加し、特に大学１年次から３年次の合格者
が１４名、４年次合格者１３名と中央大学のアカ
ウンティングプログラムなど現役合格に向けた教
育の成果が見受けられました。

　初めは緊張の赴きで祝賀会に臨んでいた合格者
たちも、歓談の時間には先輩方と分け隔てなく会
話をする姿が見られ、中央大学という絆で結ばれ
た公認会計士同士の親睦を深めていました。また、
皆一様に合格の喜びに満ちた晴れやかな表情でし
た。

　合格者代表挨拶では、商学部３年生の栗田将輝
君がスピーチを行いました。スピーチでは、「図
書館など勉強する環境が充実した中央大学との出
会い、朝から夜まで勉強できる経理研究所との出
会い、受験勉強において大切な仲間との出会いが、
人生の中での３つの大切な出会いでした。公認会
計士としての一歩を踏み出した先に、様々な困難
が待ち受けていると思うが、中央大学で学んだと
いう誇りを胸に乗り越えていきたい。」との話が
印象的でした
　公認会計士を目指す環境の整った中央大学です
ばらしい出会いに恵まれたとの思いがスピーチか
ら伝わってきました。

合格者にとっては、偉大なる諸先輩方と交わり、
改めて合格を噛みしめたこの日が、公認会計士と
して活躍していくことの第一歩であると実感でき
る日になったのではないでしょうか。

公認会計士を取り巻く環境が大きく変化し、社会
からの期待が高まっている中、公認会計士への道
を踏み出した合格者たちが、立派な公認会計士と
なり、様々な分野で活躍し、社会へ貢献していく
ことを願っています。
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　この度、私は平成 28 年度公認会計士試験に合
格することができました。
まず始めにお世話になった経理研究所関係者の皆
さま、家族、友人などにこの場をお借りして御礼
を申し上げます。
　私は高校生の時、中央大学のパンフレットを見
て経理研究所の存在を知り、会計の勉強をしてみ
たいということから経理研究所に入りました。入
学当初の私は、公認会計士になりたいというよう
なことはあまり思っておらず、簿記会計講座を取
り、とりあえず経理研の授業を受けてちょっと楽
しいから勉強する程度の気持ちでしか勉強してい
ませんでした。
　しかし、1 年生の 10 月頃に私は経理研の 1 人
の専任講師と数人の友人に出会い、私の考え方は
変わったと思います。
その時はまだ簿記検定 2 級の勉強をしていたので
すが、先生にはその先の 1 級や会計士試験を見
据えた勉強のテクニックを教えていただき、友人
たちも同じように先を見据えて本気で勉強してい
て、私は本当に驚いたのと同時に自分ももっと本
気で勉強しなければと思いました。その人たちの
影響もあって私も公認会計士試験に挑戦しようと
考え講座を継続し勉強を始めました。
　簿記検定とは違い、公認会計士試験の勉強は科

目数が増えることで、勉強量が格段に増えてしま
い大変な思いや、努力が実らず 12 月の短答式試
験には落ちてしまい、3 年生で合格するには 5 月
短答 8 月論文に合格しなければならない状況にも
なってしまいました。しかし諦めるということは
絶対にしたくないと思い勉強に取り組むことにし
ました。そのようなとき、ただがむしゃらに頑張
るのではなく、きちんと計画を立てて勉強に取り
組むことが大切だと思います。
自分の場合は専任講師の方に毎週のように学習相
談をし、試験までに終わらせることを考え、そこ
から逆算して毎日の勉強の計画を立て勉強してい
ました。
そうは言っても 12 月に落ちてから 8 月までは辛
いことがほとんどでしたが、私の合格を信じて指
導してくださる専任講師、一緒に励まし合い切磋
琢磨できる仲間、一番近くで支えてくれる家族の
おかげで私は最後までやり抜くことができたと思
います。
　最後に、公認会計士としてのスタートラインに
立つことができた今、大学卒業後より社会で活躍
できる公認会計士になるために、私は卒業までの
1 年間を受験時代にはできなかった様々なことに
チャレンジし、経験をして視野を広げることで有
意義なものにしていきたいと思います。

合格体験記
経済学部
経済情報システム学科
３年
大　塚　祐　希
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　私は高校が商業高校だったこともあり、高校の
ころから簿記を学んでいました。そのころ、将
来は簿記を使った仕事をしたいと考えており、両
親が経営していた飲食店が高校時代に経営不振に
よって閉店したことから簿記を使って経営者や企
業を助ける仕事はできないかと思い、公認会計士
を目指しはじめました。
　受験時代には高校のときから勉強を始めてい
て、公認会計士試験の受験生としてスタートの時
期が早かった私は中央大学に入学し、経理研究所
に入所し、一年生の間に短答式試験に合格しまし
た。しかし、それからしばらくして自分の成績が
伸びなくなってしまいとても悩みました。もとか
ら要領よく勉強のできるタイプではなかったの
で、大学の授業やテストと会計士の勉強の両立に
悩みながら過ごしており、論文式になったことで
勉強しなければならない科目に 2 つの科目が追加
され毎日がいっぱいいっぱいでした。そのような
状況で毎月行われる模試ではいい成績が出せず、
他の受験生の人々も授業やテストがあるのに追い
抜かれていくのを感じてとても焦りました。
　このようなことから精神的に辛くなったときに
経理研究所のスタッフの人に相談しました。ス
タッフの方々には大学生活の中でどうやって勉強

時間を確保していたか等、様々なアドバイスをし
てもらい、私の勉強を応援していただきました。
経理研究所のスタッフの方々に相談しに行ったこ
とをきっかけにして自分一人で勉強をしていたと
思っていたのが、自分は多くの人々に支えられて
いるという思いに変わりました。先生方やスタッ
フの方々はもちろんのこと、コースが同じ周りの
受験生はほとんどが先輩でしたが、いつも私のこ
とを気にかけてくださいました。受験期間中、辛
い時も多くありましたが、お世話になった方々に
合格の報告で恩返しをしたいと思って頑張ること
ができました。
　受験期間には専任講師の方々やスタッフの
方々、大学のゼミでお世話になった先生や家族、
同じ受験生の仲間たちをはじめとして多くの人々
にとても支えられました。この場をお借りしてお
世話になった方々にお礼を申し上げたいと思いま
す。本当にありがとうございました。
　試験に合格してようやく公認会計士人生のス
タートラインに立てました。これからは、公認会
計士を目指すことになったきっかけである経営者
や企業を助けるという思いを大切にして会計士人
生を歩んでいこうと思います。

合格体験記

商学部会計学科２年
馬　場　雄　大
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　高校３年生の時に学校から配布された職業紹介
の本で公認会計士という職業を初めて知りまし
た。会計、税務、コンサルティングなど様々な業
務をする公認会計士の仕事に魅力を感じて、高い
合格実績を誇る中央大学に入学し経理研究所に入
ることにしました。
　入学したての頃は、公認会計士になりたいとい
う気持ちより遊びやアルバイトなどキャンパスラ
イフを楽しみたい思いが強く、勉強に対して意欲
的な学生ではありませんでした。しかし、本気で
公認会計士試験に合格するために勉強する経理研
究所の仲間と出会い、次第に自分も受かりたい思
いが強くなっていきました。受験に本気で取り組
み始めてからは、炎の塔で朝から夜中まで勉強す
るようになりました。それでも成績が思うように
伸びず、自分はこの職業に向いてないのではない
か、諦めて会計とは全く関係のない職業に就こう
かと何度も考えたことがあります。そんな不安を
抱えていた私に経理研究所の専任講師の先生は、

「この試験に受かれば人生が変わる。素質はある
から焦らず地道に勉強を積み重ねていこう。」と
アドバイスしてくださいました。当時の私は自信
がなく悲観的な考えしかできなかったので、その
言葉にものすごく救われた気持ちになったことを

覚えています。それ以降は、弱音を吐くことをや
めて常に合格することをイメージしながら勉強に
励むことができました。
　何度も不合格を経験しましたが、結果として私
は、平成 28 年の公認会計士試験に合格すること
ができました。その支えとなったのは、経理研究
所の専任講師の方、一緒に勉強してきた仲間、そ
して私の合格を信じ続けてくれた家族がいたから
だと改めて実感することができました。また、卒
業延期制度と指定試験奨学金制度により通常の授
業料の 10 分の 1 程度で、中央大学の卒業を延期
して勉強を続けることができた中央大学の公認会
計士試験を支援する制度にも感謝しています。こ
れからも感謝の気持ちは忘れずに、これまで支え
てくれた方々に恩返しをしていきたいです。
　公認会計士試験は決して簡単な試験ではありま
せんが、専門性を高めることはもちろんのこと、
人としても成長できる機会がたくさんあります。
公認会計士に興味を持っている人がいるなら自
分の可能性に蓋をせずに是非挑戦してみてくださ
い。大学時代にこのような経験ができたことは今
後の私の人生において大きな財産になると感じて
います。

合格体験記

商学部会計学科６年
山　根　知　也
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1位（1） 慶應義塾大学 139 （123）
2 （3） 中央大学  96  （62）
2 （2） 早稲田大学  96  （91）
4 （4） 明治大学  72  （56）
5 （9） 東京大学  36  （23）

6 （5） 同志社大学  33  （33）
7 （－） 立命館大学  29  （ー）
8 （7） 関西学院大学  27  （28）
8 （－） 法政大学  27  （ー）

10 （7） 神戸大学  26  （28）

（  ）は前年順位及び人数
他大学の人数は日本公認会計士協会提供データを参考に当会にて調査（2017 年 1 月 5 日現在判明数）
各大学数字は、学部卒業および在学者のみ（大学院を除く）

2016年公認会計士試験合格者（98名）

平成 28 年公認会計士試験　出身大学別合格者数

氏　名 学　部　等 在・大学卒
赤池　昌彦 商学部 2016卒業
朝倉　達也 商学部 2010卒業
石田　　萌 商学部 2012卒業
一法師広太 商学部 4年在学中
出野　弘晃 商学部 5年在学中
伊藤　　凌 商学部 3年在学中
伊橋　裕太 法学部 2012卒業
今井　美甫 商学部 2006卒業
今泉　咲希 商学部 3年在学中
植竹　純子 商学部 2012卒業
碓井亮太郎 商学部 3年在学中
浦嶋美和子 政治経済 2009卒業
浦葉　翔太 法学部 5年在学中
江本　雄介 商学部 2015卒業
大久保陽啓 経済学部 3年在学中
大塚　祐希 経済学部 3年在学中
大林　伸子 総合政策 2014卒業
大和田　海 商学部 2008卒業
小川　良武 商学部 4年在学中
荻野　智成 法学部 2016卒業
小塩　拓郎 商学部 2003卒業
小田　勇樹 商学部 2014卒業
粕谷　諭史 経済学部 2015卒業
悴田　直樹 経済学部 2015卒業
勝田　英一 商学部 1996卒業
川口　健志 経済学部 2016卒業
木村　壮吾 商学部 4年在学中
窪田　健人 経済学部 2016卒業
倉石　　凜 商学部 3年在学中
栗田　将輝 商学部 3年在学中
小池里枝子 商学部 2014卒業
国府田伊央 文学部 2004卒業
後藤　拓真 商学部 3年在学中

氏　名 学　部　等 在・大学卒
齋藤　由貴 経済学部 2012卒業
坂井　祐史 商学部 4年在学中
坂谷　　應 商学部 2013卒業
阪本　佑聖 経済学部 2015卒業
桜井　和哉 商学部 4年在学中
櫻木　崇光 商学部 2016卒業
笹部　共生 法学部 2006卒業
笹本　航平 商学部 4年在学中
佐藤　　祐 商学部 2013卒業
佐藤　祐希 商学部 4年在学中
下地　信彦 商学部 2006卒業
須賀健太郎 経済学部 2016卒業
鈴木　厚資 経済学部 2010卒業
鈴木　英示 商学部 2007卒業
鈴木　貴大 経済学部 2009卒業
鈴木真理子 商学部 5年在学中
諏訪　達也 経済学部 4年在学中
高橋　侑也 商学部 5年在学中
高松幸四朗 商学部 2013卒業
髙山　友村 法学部 1994卒業
高山　典也 経済学部 4年在学中
滝鼻　怜奈 商学部 2016卒業
立浪　伸悟 経済学部 2014卒業
田中　智子 商学部 5年在学中
近松　恵利 商学部 2014卒業
外岡　治樹 商学部 4年在学中
鳥居　宜史 法学部 2006卒業
内藤　　庸 商学部 2015卒業
中井　香奈 法学部 5年在学中
永田俊一朗 商学部 3年在学中
長野　　努 商学部 5年在学中
中村　聡志 商学部 5年在学中
中村　　純 商学部 6年在学中

氏　名 学　部　等 在・大学卒
中村　洋毅 商学部 2012卒業
西本　侑加 経済学部 2013卒業
貫名　圭大 商学部 3年在学中
野津　就倫 法学部 2014卒業
橋詰　卓哉 商学部 2015卒業
馬場　雄大 商学部 2年在学中
濱野　太郎 商学部 2012卒業
稗田　洋大 商学部 3年在学中
日比野美里 文学部 2012卒業
平松　敬之 商学部 2016卒業
廣瀬　眞也 商学部 2011卒業
深見　優介 商学部 2年在学中
福島　孝将 商学部 2013卒業
藤井　将也 商学部 2013卒業
古野　貴大 法学部 2014卒業
星野　隆介 商学部 2010卒業
堀　　純輝 商学部 2014卒業
堀内　大樹 経済学部 2008卒業
前田くる美 経済学部 2011卒業
松岡　健史 商学部 3年在学中
松本　皓嗣 総合政策学部 2011卒業
松山　良基 商学部 4年在学中
水野　伸夫 商学部 3年在学中
宮川　直斗 商学部 2年在学中
宮下　真一 法学部 1990卒業
弥田　絢香 法学部 2010卒業
山田　世知 商学部 2015卒業
山中　　拓 商学部 4年在学中
山根　知也 商学部 6年在学中
横谷　瑛美 商学部 2年在学中
和内　理恵 商学部 2014卒業
和田健一郎 商学部 1993卒業
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公認会計士白門会会報　No.20
平成 26 年 3 月 31 日発行

発行人 公認会計士白門会会長
伊　藤　大　義

平成 26 年 4 月 1 日より 17 年ぶりに消費税率が 5%
から 8%に引き上げられます。税務を主体とする会
員の皆様だけでなく、景気や世の中の暮らしにどの
ような影響を与えるのか注視されるところです。近
隣諸国との関係もなかなか落ち着きを見せませんが、
せめて景気だけでも安定してもらいたいと願ってお
ります。

さて、今回の絆は第 20 号となります。毎年の発行
ですので、ちょうど 20 年目の節目を迎えたというこ
となります。創立時より参画頂きました会員の皆様
にとって、この 20 年間の会計士としての業務、そして、
仲間との関係はいかがでしたか ? この絆が本会会員
の皆様にとって、少しでも「役に立ったな」と思わ
れる存在であるよう心がけてきたつもりではありま
すが、皆様の益々ご発展に少しでも寄与できるよう、
そして仲間作りに少しでも役立つよう努力を続けて
行きたいと思っております。

そんな記念となる第 20 号ですが、巻頭においては
新しく会長に就任された伊藤大義会長から 20 年間の
活動を総括して頂きました。また、当会設立に大変
ご尽力頂きました増田先生に当時の状況についてご
執筆頂きました。

中央大学商学教授で経理研究所所長の間島先生か
らは「海外へのすすめ」という題目でご寄稿頂きま
した。また、恒例となりつつある「進路相談会につ
いて」や「年次幹事会について」成田幹事長に執筆
頂きました。更に常山監事に「2013 年度中央大学公

認会計士試験合格祝賀会」について執筆頂きました。
本会も 20 年の歴史を積んでまいりましたが、若い世
代の会員の参加が少ないことを危惧しております。
若い会員の方にももっと気軽に参加頂けるよう大学
との関係も図り、会としての運営にも反映して行き
たいと考える次第です。

恒例となりました CPA ゴルフ十月会及び白門ゴ
ルフ大会の模様については柴幹事に執筆頂きました。
今年は少々参加者も少なかった様子ですが、是非会
員の皆様の積極的なご参加をお願いします。

新年となって開催した特別講演会と新年賀詞交換
会の模様については三宅幹事に執筆頂きました。今
年は山田日本公認会計士協会副会長を講師としてお
招きし、業界の動向等についてお話頂きました。

更に、監査基準の動向について日本公認会計士協
会理事でもある柴幹事から報告して頂きました。

会計士試験合格者の就職問題については、本年度
は売り手市場に転じ、合格者も昨年度よりは就職し
易かったのではないかと思います。当年度の会計士
試験合格者の中から斎藤さんと長屋さん、松尾さん
には恒例の合格体験記をご寄稿頂きました。

幹事一同、出来る限り会員諸先生方にとって有意
義な活動となりさらに公認会計士白門会に入って良
かったと思って頂けるよう微力ながら頑張って参り
ますので何とぞご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願
い申し上げます。

編集後記	 岸　田　　　靖

◆公認会計士白門会役員◆
会　　長 伊藤　大義 経済学部・昭和46年卒
幹　事　長 成田　智弘 商学部・昭和59年卒
幹　　事 青木　幹雄 商学部・平成13年卒

石野　研司 商学部・平成 4年卒
加藤　暁光 商学部・平成 2年卒
河合　明弘 商学部・平成 3年卒
岸田　　靖 商学部・昭和61年卒
郡司　昌恭 商学部・平成12年卒
柴　　　毅 商学部・昭和58年卒
白髭　英一 商学部・平成12年卒

幹　　事 椙山　嘉洋 商学部・平成15年卒
中原　國尋 大学院商学研究科・平成13年修了
畠中　隆徳 商学部・平成10年卒
降旗　京二 商学部・平成 2年卒
三宅　博人 経済学部・平成元年卒
吉井　敏明 商学部・平成 3年卒
若山巌太郎 商学部・平成12年卒

会計監事 常山　邦雄 商学部・昭和46年卒
柏嵜　周弘 商学部・昭和53年卒
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　トランプ氏が平成２９年１月２０日にアメリカの
第４５代大統領に正式に就任されてから２か月が過
ぎました。中国や北朝鮮との緊張関係もより強くな
り、フィリピンのドゥテルテ大統領も強硬な施策を
継続されるなど、否が応でも、近隣諸国との政治関
係も意識せざるを得ない状況となっております。
　我々の業界ではいわゆる東芝問題が必ずしも決着
しておらず、新聞紙上でも「監査」に関連した記事
を目にすることが多くなってきています。政治や経
済を安定させ持続的な日本経済の発展のために、公
認会計士として何が出来るのか、と自問も続けてお
りますが、いったい何をなすべきなのか解答を見つ
けるのは容易ではないようにも思います。
　さて、「絆」は２３号の発行となります。
　今回は巻頭において、中央大学を定年退職される
間島教授に、「中央大学を退職するにあたって」と言
う題目でご執筆頂きました。
　また、昨年開催された第３７回日本公認会計士協
会研究大会福島大会２０１６について吉井副幹事長
にご執筆頂きました。
　今年は、一定規模以上の農協、医療法人、社会福
祉法人に公認会計士又は監査法人による会計監査が
導入されます。特に非営利分野業務を専門とされて
いる宮内元当会会長に特別企画として「非営利分野
への監査の導入について」をご執筆頂くとともに日
本公認会計士協会の常務理事でもある当会幹事の柴
幹事に「日本公認会計士協会の動向」についてもご
寄稿頂きました。
　十月会ゴルフと白門ゴルフ大会については柴幹事

にご寄稿頂きました。設立 25 周年記念特別講演会と
賀詞交歓会については郡司幹事にご寄稿頂きました。
今回は設立 25 周年企画として Jリーグの村井チェア
マンにご登壇頂き、その後の賀詞交歓会にもご参加
頂きました。とても魅力的なお話しとお人柄に吸い
込まれるように話に聞き入り、賀詞交歓会でも村井
チェアマンを中心に人の輪が出来ていたことが印象
的でした。来年の賀詞交歓会にも是非皆様のご参加
をお待ちしております。
　恒例となりました監査法人説明会は河合幹事長に
ご寄稿頂きました。2016年は会計士試験合格者にとっ
ては売り手市場が続いており、監査法人説明会の意
義も変わりつつありますが、大学の先輩からの業界
の説明は監査法人主催の説明会とはまた違った部分
もあり、学生が必要とする限りは毎年続けて行きた
い行事の一つと思います。中央大学主催の公認会計
士試験合格祝賀会については椙山幹事にご寄稿頂き
ました。本年度は大学別合格者数で2位となっており、
喜びに満ち溢れた合格祝賀会となった様子がうかが
えます。母校の公認会計士試験合格者が更に増加し
ていくことを心から願っております。
　会計士試験合格者の合格体験記は当年度の会計士
試験合格者の中から大塚さんをはじめ馬場さんと山
根さんにご寄稿頂きました。
　幹事一同、出来る限り会員諸先生方にとって有意
義な活動となりさらに公認会計士白門会に入って良
かったと思って頂けるよう微力ながら頑張って参り
ますので何とぞご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願
い申し上げます。

公認会計士白門会会報 　No.23
平成29 年3月31日発行

発行人　公認会計士白門会会長
黒　田　克　司
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